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～美ら島の未来を拓く～

沖 縄 総 合 事 務 局 

農山漁村地域づくりホットラインの開設について 

１． 農山漁村地域づくりホットラインについて 

農林水産省では、食料・農業・農村基本計画に基づき「しごと」、「くらし」、「活力」の３つの柱か

らなる農村の振興を進めるため、農村の実態や要望を直接把握し、関係府省とも連携して課題の解

決を図ることとしています。 

このため、沖縄総合事務局においても、農山漁村の現場で地域づくりに取り組む団体や市町村等

の皆様からの相談を受け付け、地域づくりに関する取組を後押しするための窓口「農山漁村地域づ

くりホットライン」を開設しました。 

＜ホットラインでの主な支援内容＞ 

（ア）農山漁村における地域づくりの実態や要望・課題をお伺いし、相談者に寄り添い、ともに考え

ます 

（イ）相談内容を踏まえ、他府省を含めた国の支援制度をご紹介します 

（ウ）参考となる全国各地の取組事例をご紹介します 
※本ホットラインは、地域づくりに関する取組の後押しを目的としており、特定の個人への支援を目的としたご相談は

対象となりません。 

＜相談内容のイメージ＞

「しごと」に関するご相談 

（ア）中山間地域等の特性を活かした営農の実現 

（イ）地域資源を活用した所得と雇用機会の創出（農山漁村発イノベーション） 

例：農村×生物多様性、農村×観光などによる地域資源の高付加価値化

など 

「くらし」に関するご相談 

（ア）地域の将来像についての話し合いやコミュニティ形成の場づくり 

（イ）地域に住み続けるための定住条件の整備や生活インフラ等の確保 

例：情報通信環境や地域内交通の確保

など 

「活力」に関するご相談 

（ア）地域を持続的に支える体制づくり 

（イ）関係人口の創出・拡大等を通じた地域を支える人材づくり 

（ウ）「人口急減地域特定地域づくり推進法」を活用した若者等の活躍の場づくり 

など 

２．窓口ページ 

沖縄総合事務局ホームページ内「農山漁村活性化支援窓口」（下記ページ）にホットラインを開設

しております。 

http://www.ogb.go.jp/nousui/hotline/nousui_nousan 

沖縄総合事務局農林水産部では、農山漁村の現場で地域づくりに取り組む団体や市町村等の 

皆様を対象に、地域づくりに関する取組を後押しする情報提供や相談対応を行うため、「農山漁

村地域づくりホットライン」を開設しました。 



３．その他参考 

農林水産省では、農山漁村で地域づくりに取り組む方々への参考資料として「地域づくり支援施

策集」、「農山漁村地域づくりに関する事例集リスト」を作成しております。 

また、ホットラインは農林水産省、地方農政局、各県拠点に設置しています。

参考資料及び各窓口一覧は、下記のページをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/hotline/index.html （農林水産省 HP）

お問合せ先 

内閣府沖縄総合事務局農林水産部 

農村振興課農村活性化推進室 

担当者：岩﨑、飛矢 

TEL：098-866-1652、FAX：098-860-1194 


